
ぐ

く

改
正
規
定
、
同
法
第
九
十
条
の
去
の
改
正
規
定
〈
向
条
第
一
壊
に
係
る
部
分
を
除
く
。
〉
、
同
法
第
九
十
条
の
六
の
敬

正
規
定
〈
間
条
第
一
壌
に
係
る
部
分
後
除
く
。
)
、
構
法
第
九
十
条
の
六
の
二
の
改
正
規
定
及
諮
問
法
第
九
十
条
の
七

の
改
正
規
定
援
が
に
附
則
第
五
十
条
、
第
七
十
二
条
及
び
第
部
一
一
十
四
条
第
七
項
か
ら
第
九
現
ま
で
の
嬬
定

ツ

第
十
九
条
の
規
定

ネ

第
二
十
条
の
規
定

ナ

第
二
十
一
条
の
規
定

フ

第
一
…
十
ニ
条
の
規
定

ム

第
二
十
三
条
の
規
定

ウ

第
二
十
凶
条
の
規
定

ヰ
一
第
一
一
十
五
条
中
一
般
会
計
に
お
け
る
信
務
の
承
継
等
に
伴
い
必
要
な
鰐
搬
の
確
保
に
掠
る
特
別
措
皿
践
に
翻
す
る
法
律

第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
一
一
十
二
条
の
改
正
規
定

第
十
八
条
中
釈
税
特
別
措
護
法
第
十
三
条
第
一
な
現
第
三
号
の
改
正
揖
定
、
出
向
法
第
盟
十
六
条
の
一
一
第
一
一
一
項
燐
三
号
の
改

正
規
定
及
び
間
法
第
六
十
八
条
の
三
十
一
第
一
二
項
第
三
号
の
改
正
規
定
並
び
に
欝
期
第
五
十
七
条
第
四
壊
、
第
七
十
九
条

五。



O 

第
題
項
及
び
第
百
十
二
条
第
四
項
の
規
定

平
成
二
十
二
年
七
晃
一
日

次
に
掲
げ
る
規
定

平
成
ニ
十
二
年
十
回
バ
一
口

イ

第
一
条
中
所
得
税
法
第
一
一
十
間
条
第
一
環
の
改
正
燦
定
〈
「
〈
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
〉
」
を
削
る
部
分
を
除

く
。
)
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
十
二
条
第
一
一
嘆
の
改
正
規
定
、
同
誌
第
五
十
セ
条
の
密

第
一
項
の
改
距
規
定
及
び
同
法
第
百
五
十
七
条
第
四
明
の
改
定
規
定
並
び
に
掛
爵
第
一
一
一
条
及
び
第
六
条
の
規
建

第
二
条
の
規
定
〈
法
人
税
法
の
悶
次
の
改
正
規
定
〈
ぷ
府
軍
六
十
四
条
い
を
「
第
百
六
十
三
条
い
に
改
め
る
部
分
史

ロ
理
る
。
)
、
同
法
第
二
条
第
十
二
号
の
七
の
五
を
同
条
第
十
二
号
の
七
の
七
と
し
、
同
条
第
十
二
号
の
七
の
四
の
次
に

一
一
号
を
加
え
る
改
革
震
定
、
同
条
第
十
一
式
首
dmw
八
の
改
訳
規
定
(
「
発
行
済
株
式
又
は
出
資
〈
忠
己
が
有
す
る
自
日
の

株
式
又
は
出
資
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
発
行
詩
続
式
等
い
と
い
う
。
〉
」
を
「
発
行
議
株
式
等
」
に
改
め

る
部
分
に
限
る
。
)
、
同
法
第
四
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
(
「
六
月
」
を
「
三
月
」
に
改
め
る
部
分
に
罷

る
。
〉
、
同
条
第
六
棋
の
改
距
規
定
、
同
開
条
第
八
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
一
…

…
一
一
条
の
改
正
螺
建
〈
部
門
条
第
一
壌
中

「
金
額
(
」
の
下
記
「
第
一
号
に
掲
げ
る
金
網
に
あ
っ
て
は
、
」
を
加
え
、

「
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
」
を

rbの
及

び
遥
格
現
物
分
担
に
採
る
も
の
」
に
改
め
る
部
分
、
同
条
第
一
二
項
中
「
前
二
覆
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
問
項
を
同
条

O 

o 
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第
二
票
と
し
、
問
要
の
次
に
…
項
を
加
え
る
部
分
及
、
間
関
条
第
八
百
幌
中
「
遡
格
事
後
設
立
」
を
「
瀧
格
現
物
分
配
い

。」、

「
第
一
項
か
ら
第
三
事
ま
で
」
を
「
第
一
項
及
び
第
二
事
い
に
耽
め
る
部
分
を
除
く
。
)
、
同
法
第
五
十
班
条
の

改
正
規
定
、
問
法
第
六
十
一
条
の
四
第
一
項
の
改
正
規
定
〈
「
想
定
す
る
有
価
謹
券
の
控
兜
り
」

の
一
ト
に
「
(
次
項
に

お
い
て

「
有
部
証
券
の
惣
苑
り
」
と
い
う
。
〉
」
宏
、

「
次
寝
」

の
一
ト
に
「
及
、
び
第
一
一
一
項
」
を
加
え
る
部
分
及
び
「
除

く
」
の
下
に
つ
次
現
に
お
い
て
階
じ
」
を
、

長
山
当
す
る
金
額
」

の
下
に
「
〈
次
項
に
お
い
て

「
み
な
し
決
擁
護
凝

額
」
と
い
う
。
〉
」
を
加
え
る
部
分
そ
叫
怖
く
。
〉
、
問
法
第
六
十
六
条
の
改
正
規
定
、
向
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
改

正
規
定
、
同
条
第
一
一
一
項
の
改
正
規
定
〈
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
、
問
項
第
十
怠
母
校
河
項
第
六
号
と
す
る
部
分
及
び
同

明
第
四
号
を
向
現
第
五
号
と
し
、
陪
項
第
一
一
一
号
の
次
に
一
号
そ
加
え
る
部
分
を
除
く
。
〉
、
同
法
第
八
十
一
条
の
圏
第

一
項
の
改
正
規
定
〈
叶
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
)
、
澗
条
第
五
壌
の
改
正
規
定
〈

3
接
結

法
人
株
式
等
」
を
ぷ
元
全
子
法
人
戦
式
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
、

同
条
第
密
噴
の
改
正
規
定
〈
問
璃
を
開
条

第
五
項
と
す
る
部
分
を
除
く
。
)
、
同
条
第
一
一
一
環
の
改
正
議
定
(
岡
市
慣
を
関
条
第
四
項
と
す
る
部
分
そ
除
く
。
〉
、
問

法
第
八
十
一
条
の
九
第
一
項
た
だ
し
警
の
改
正
規
定
、
開
条
第
一
一
環
各
号
の
改
正
幾
定
、

同
条
欝
三
項
の
改
正
幾
定
、

河
条
第
六
壌
の
改
正
規
定
〈
問
現
を
同
条
務
七
項
と
す
る
部
分
を
除
く
。
〉
、
同
条
第
笈
項
の
改
正
規
定
(
河
項
を
問
問

千
本
ハ
〉
一
丸
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条
第
六
項
と
す
る
部
分
を
除
く
。
)
、
持
法
第
八
十
一
条
の
九
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
胃
条
第
二
項
の
改
正
規
定

(
「
で
あ
る
連
結
親
法
人
が
}
を
「
で
あ
る
連
結
親
法
人
又
法
違
結
子
法
人
と
他
の
法
人
と
の
簡
で
」
に
改
め
る
部
分

及
び
開
演
第
一
坊
に
掠
る
部
分
に
限
る
。
)
、
開
条
第
宜
犠
そ
同
開
条
第
六
市
慣
と
し
、
陀
条
諮
問
間
取
を
削
る
改
正
規
定
、

同
条
第
一
一
一
輔
の
改
正
規
窓
、
問
項
を
開
開
条
策
部
理
と
し
、
河
市
制
の
次
に
一
一
頃
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
条
第
恥
一
環
の
次

に
一
一
墳
を
加
え
る
改
正
規
定
、
罰
法
第
八

一
条
の
十
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
一
条
の

三
第
二
項
第
四
号
の

改
正
規
定
、
持
法
第
百
三
十
八
条
第
九
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
四
十
一
二
条
の
改
正
規
定
、
河
法
第
百
五
十
九
条
第

一
環
の
改
正
調
定
〈
「
第
百
六
十
部
条
第
一
一
羽
」
を
「
鱗
商
品
ハ

三
染
第
一
一
明
山
花
、

「
五
一
年
」
そ
「
十
年
」
花
、

「
十
立
百
万
丹
〕
そ
「
千
万
円
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
〉
、
問
問
糸
川
第

a

一
噴
の
改
正
規
定
、
罰
法
第
百
六
十
条
の
改
正

規
定
(
「
二
十
万
再
」
を
「
五
十
万
丹
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
、
同
法
第
百
六
十
一
条
の
改
正
規
定
、
伺
法
第

百
六
十
二
条
の
改
正
規
定
(
コ
一
十
万
回
日
を
「
五
十
万
円
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
〉
、
開
法
第
百
六
ト
…
二
条
を

間
る
改
正
燐
定
、
開
法
第
百
六
十
開
条
第
一
礁
の
改
正
規
定
及
、
び
問
殺
を
伺
法
第
百
六
十
三
条
と
す
る
政
正
規
定
〈
総

出
州
第
十
条
及
、
び
第
十
ニ
条
に
お
い
て
「
経
議
一
向
編
成
等
以
外
の
改
正
規
定
〕
と
い
う
。
〉
を
捺
く
ア
)
強
び
に
山
間
則
第

十
条
第
二
項
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
、
第
十
八
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
二

西
条
第
二
項
、
第
二
十

O 

. . 

。
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に

五
条
、
第
一
十
六
条
第
十
議
及
び
第
十
三
璃
、
第
二
十
七
条
、
第
留
一
二
十
一
一
一
条
、
筋
商
一
二
十

mb然
、
第
部
四
十
一
一
条

(
銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
制
限
等
に
関
す
る
詑
律
(
平
成
十
一
一
一
年
法
律
第
百
五
十
一
号
)
第
五
十
八
条
第
一
環
の

改
正
競
定
に
隈
る
。
)
並
び
に
第
百
四
十
五
条
の
規
定

ノ¥

第
五
条
中
相
続
税
法
第
六
十
四
条
鱒
問
現
の
政
正
競
定
及
び
附
剥
第
五
十
三
条
の
規
定

一一
第
諮
条
中
地
価
税
法
第
三
十
一
一
条
第
四
項
の
改
正
規
定
及
が
附
則
第
一
一
一

間
同
条
の
規
定

ホ

第
五
条
中
消
費
税
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
改
正
環
定
及
び
同
法
第

十
五
条
第
四
項
の
改
正
麗
窓

J¥ 

第
七
条
中
た
ば
と
税
法
第
十
一
条
の
敢
正
規
定
及
び
同
法
附
則
第
二
条
の
改
正
規
定
並
、
び
に
関
関
第
一
一
一
十
六
条
か
ら

第
五
十
九
条
ま
で
の
規
定

ト

第
十
五
条
中
関
税
遇
制
約
悲
第
二
条
第
六
口
守
ハ
叫
の
改
正
規
定
、

間
内
法
第
六
十
五
条
第
三
喰
第
二
号
ロ
の
改
正
細
川
定
及

び
同
法
第
七
十
一
条
第
二
嘆
の
改
正
規
定
並
、
び
に
指
則
第
四
十
一
条
の
規
定

チ

第
十
七
条
中
粗
税
条
約
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
‘
法
人
税
法
及
部
地
方
税
法
の
特
例
等
立
欝
す
る
法
律
第
七
条
第

一
環
の
改
正
規
定
〈
「
〈
解
散
〈
合
併
に
よ
る
解
散
な
除
く
。
〉
は
よ
る
清
算
所
得
の
金
織
を
含
む
。
以
下
と
の
壌
に

お
い
て
同
じ
。
)
」
を
阿
部
る
部
分
に
隈
る

P

〉
及
び
附
則
第
四
十
一
一
条
の
規
定

五
O
五



叩ぷ

O
ムハ

第
十
八
条
中
税
税
特
別
措
閲
法
第
一
一
条
第
一
一
棋
の
改
正
規
定
〈
向
調
第
十
号
の
七
に
係
る
部
分
受
験
く
。
)
、
同
法

揺
一
一
一
条
の
…
一
一
第
五
項
の
改
正
規
定
、
罰
法
第
六
糸
川
第
三
項
の
改
疋
規
定
(
「
、
第
八
十
一
長
の

部
第
一
一
頃
及
び
第
百

条
第
恥
一
場
」
を
「
及
び
第
八
十
一
条
の
ト
沼
第
為
市
制
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
、
同
法
第
八
条
の
三
第
五
項
の
改

正
規
定
、
同
法
第
九
条
の
二
第
四
項
の
改
正
規
定
、
開
法
第
三
十
七
条
の
十
第
三
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
開
法
第
三

十
七
条
の

四
の
二
第
五
項
第
三
号
の
改
正
規
定
、
話
罰
法
第
題

一
条
の
九
第
四
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
盟
十
一
条

お
十
二
第
匝
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
屈
十
二
条
の
留
第
十
六
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
閤
ト
七
条
第

市
恨
の
改
正
輝

定
(
「
第
六
十
八
条
の
三
十
四
第
一
一
一
場
」
を
「
第
六
ト
八
条
の
一
…
一
十
四
第
一
一
川
口
に
、

「
同
条
第
一
一
一
項
」
晶
化
「
開
条
第

一
叩
鳴
い
ピ
改
め
る
部
分
及
び
同
鳴
を
開
条
第
一
一
壌
と
す
る
部
分
品
化
論
く
。
)
、
問
法
第
四
十
七
条
の
ニ
嬢
ニ
璃
及
び
第

八
条
第
一
一
壌
の
紋
配
規
定
、
同
法
務
班
十
一
一
条
の
こ
の
改
正
規
定
〈
問
条
第
一
現
に
係
る
部
分
を
除
く
Q

)

、
詞

法
第
五
十
二
条
の
一
一
一
の
改
在
規
定
、
同
法
鱗
五
十
五
条
の
改
正
規
定
(
問
条
第
一
一
嶋
中
「
平
成
二
十
二
年
一
一
一
汗
一
二
十
一

位
〕
を
「
平
成
一
一
十
四
年
三
月
三
卜
一
司
」
に
改
め
る
部
分
、
向
項
の
衰
の
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
、
用
問
条

第
二
環
第
一
号
に
係
る
部
分
並
び
に
同
条
第
九
項
中
「
吉
分
の
吉
」
を
「
百
分
の
九
十
」
立
改
め
る
蔀
分
を
徐

く
。
)
、
同
法
第
五
十
五
条
の
五
の
改
正
規
定
(
開
条
第
一
寝
中
「
平
成
二
十
二
年
三
月
一
二

一
自
」
を
「
平
成

O 

‘e . 

O 
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、
， 

四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
)
、
同
法
第
五
十
五
条
の
六
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
十
五
条
む
七

の
改
正
規
定
(
開
条
第
一
一
嶋
中
「
平
成
ニ

ニ
年
三
月
三
十
一
日
い
を
「
平
成
一
一
十
部
年
ゴ

A

月
三
十
一
日
」
に
改
め
る

部
分
を
除
く
。
〉
、
例
法
第
五
十
六
条
の
改
正
規
定
、
間
法
第
双
十
七
条
の
一
な
の
改
正
規
定
、
問
法
第
五
十
七
条
の
ふ
ハ

の
改
正
規
定
、
持
法
第
五
十
七
条
の
八
の
設
立
焼
定
、
同
法
第
五
十
七
条
の
九
の
改
正
規
定
、
問
法
第
五
一
十
七
条
の
十

第
一
一
疫
の
改
正
規
定
(
「
除
く
」

の
下

「
。
次
補
慣
に
お
い
て
問
じ
」
を
、

「
残
額
」

の
下
に
コ
次
現
に
お
い
て
同

じ
。
」

を
加
え
る
部
分
に
眼
る
c

)

、
同
条
第
二
項
一
の
改
正
規
定
、

問
要
を
開
門
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
一
頃
の
次
に

一
壊
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
五

八
条
の
改
正
規
定
〈
同
条
第
一
環
に
係
る
部
分
及
、
び
同
条
第
二
寝
中
「
平
成

一
一
年
三
月
三
十
一
日
い
を
「
平
成
一
一
十
一
立
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
〉
、
問
鵠
第
六

収
ノT、

の
と
第
一
明
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
一
一
条
第
一
閣
の
改
正
規
定
〈
「
平
成
一
一
十
一
一
年
一
一
一
月
一
一
一
十
一
部
い
を
吋
平
成

一
一
十
四
年
五
月
一
一
一
十
…
日
」
に
改
め
る
部
分
及
が
寸
第
四
十
一
一
条
の

一
第
五
現
」
を
削
る
部
分
を
除
く
。
〉
、
関

法
第
六
十
二
条
の
=
石
改
正
規
定
(
爵
条
第
一
項
中
「
、
第
四
十
二
条
の
十
一
第
五
項
」
を
削
る
部
分
、

問
問
条
第
八
項

「
、
第
四
十
二
条
の
十
一
第
五
項
」
を
削
る
部
分
及
、
び
詞
条
第
十
一
事
に
係
る
部
分
を
除
く
。
)
、

同
法
第
六
十
三

条
第
‘
環
の
改
日
規
定
〈
「
、
第

一
一
条
の
十
一
第
五
頃
」
を
隣
る
部
分
を
隷
く
。
)
、

同
法
第
六
十
四
開
条
の
改
正

一以

O
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同
法
第
六
十
四
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
五
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
五
条
の
三
第
三
項
第
四

規
定
、

号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
五
条
の
四
第
三
項
第
四
号
の
改
正
規
定
、

同
法
第
六
十
五
条
の
五
の
二
の
改
正
規
定
、

同
法
第
六
十
五
条
の
七
の
改
正
規
定
、

同
法
第
六
十
五
条
の
八
の
改
正
規
定
、

同
法
第
六
十
五
条
の
十
の
改
正
規
定
、

同
法
第
六
十
五
条
の
十
一
の
改
正
規
定
、

同
法
第
六
十
五
条
の
十
二
の
改
正
規
定
、

同
法
第
六
十
五
条
の
十
三
の
改
正

規
定
、

同
法
第
六
十
五
条
の
十
四
の
改
正
規
定
、

同
法
第
六
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
六
条
の
三
の
改
正
規

定
、
同
法
第
六
十
六
条
の
四
の
改
正
規
定
(
同
条
第
七
項
中
「
帳
簿
書
類
」

を

「
書
類
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も

の
」
に
改
め
、

「
を
い
う
」

の
下
に
「
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
」

を
加
え
、

「
次
項
、
第
九
項
及
び
第
十
三
項
第
二
号

に
お
い
て
同
じ
。
」

を
削
る
部
分
、
同
条
第
九
項
中
「
帳
簿
書
類
又
は
」

を

「
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
又
は
」
に
改

め
る
部
分
、
同
条
第
十
二
項
中
「
十
万
円
」

を

「
三
十
万
円
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
条
第
十
九
項
中
「
締
約
国
」

の

下
に
「
又
は
締
約
者
」

を
加
え
、

「
条
約
相
手
国
」
を
「
条
約
相
手
国
等
」

に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
)
、
同
法
第
六

十
六
条
の
四
の
一
一
第
一
項
の
改
正
規
定
(
「
条
約
相
手
国
」

を

「
条
約
相
手
国
等
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
)
、
同

法
第
六
十
六
条
の
五
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
六
条
の
八
第
二
項
の
改
正
規
定
(
「
と
の
項
及
び
次
項
」
を
「
第
三

項
ま
で
」
に
改
め
、

「
「
次
項
」

の
干
に

「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
)
、
同
条
第
六
項
の
改
正
規
定

O 

O 
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(
「
第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
五
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
六
項
」

に
改
め
る
部
分
、

「
第
三
項
の
」
を

「
第
四
項
の
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」

伊
」
、

「
同
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
同
条

第
四
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
す
る
部
分
を
除
く

0

・
)
、
同
条
第
七
項
の
次
に
六
項
を
加
え
る
改

正
規
定
(
第
十
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
同
条
第
五
項
の
改
正
規
定
(
「
有
す
る
特
定
外
国
子
会
社
等
」
を
「
有

す
る
外
国
法
人
」
に
改
め
る
部
分
、

社
等
」
を
「
外
国
法
人
」
に
改
め
る
部
分
及
、
び
同
項
を
同
条
第
六
項
と
す
る
部
分
を
除
く
。
)
、
同
条
第
二
項
の
次
に

一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
六
条
の
九
の
四
第
二
項
の
改
正
規
定
(
「
こ
の
項
及
、
び
次
項
」
を
「
第
三
項

「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
部
分
、
同
項
第
三
号
中
「
特
定
外
国
子
会

ま
で
」
に
改
め
、

「
「
次
項
」

の
下
に
「
及
、
び
第
三
項
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
)
、
同
条
第
六
項
の
次
に
六
項
を

加
え
る
改
正
規
定
(
第
九
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
同
条
第
二
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六

十
六
条
の
十
三
第
一
項
の
改
正
規
定
(
同
項
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
、
」

の
下
に
「
清
算
中
に
終
了
す
る
事
業
年
度
及

び
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
)
、
同
法
第
六
十
七
条
の
四
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
改
正
規

定
、
同
法
第
六
十
七
条
の
十
四
第
六
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
七
条
の
十
五
第
七
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十

八
条
の
二
の
三
(
見
出
し
を
含
む
。
)

の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
八
条
の
三
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
八
条
の
三

五
O
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同
法
第
六
十
八
条
の
三
の
四
を
削
る

改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
八
条
の
三
の
五
を
同
法
第
六
十
八
条
の
三
の
四
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
八
条
の
九

の
改
正
規
定
(
同
条
第
一
項
に
係
る
部
分

1

同
条
第
九
項
に
係
る
部
分
及
び
同
条
第
十
一
項
に
係
る
部
分
を
除

の
二
第
六
項
の
改
正
規
定
、

同
法
第
六
十
八
条
の
三
の
三
第
六
項
の
改
正
規
定
、

く
。
)
、

同
法
第
六
十
八
条
の
九
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
八
条
の
十
第
九
項
の
改
正
規
定
、

同
法
第
六
十
八

条
の
十
一
第
七
項
の
改
正
規
定
、

同
法
第
六
十
八
条
の
十
二
第
九
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
八
条
の
十
三
第
五
項

の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
八
条
の
十
四
第
七
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
八
条
の
三
十
四
第
四
項
の
改
正
規
定

(
「
第
四
十
七
条
第
三
項
」

を

「
第
四
十
七
条
第
一
項
」
に
、

「
同
条
第
三
項
」

を

「
同
条
第
一
項
」

に
改
め
る
部
分

及
び
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
部
分
を
除
く
。
)
、
同
法
第
六
十
八
条
の
三
十
五
第
一
一
項
及
、
び
第
六
十
八
条
の
三
十

六
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
八
条
の
四
十
の
改
正
規
定
(
同
条
第
一
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
)
、
同
法
第

六
十
八
条
の
四
十
一
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
八
条
の
四
十
三
の
改
正
規
定
(
同
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
二
年
一
二

月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
部
分
、
・
同
項
の
表
の
第
三
号
及
、
び
第
四
号
に
係
る
部

分
並
び
に
同
条
第
八
項
中
「
百
分
の
百
」

を

「
百
分
の
九
十
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
)
、

同
法
第
六
十
八
条
の
四

十
四
の
改
正
規
定
(
同
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」

改

O 
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め
る
部
分
仙
台
捨
く
。
〉
、

間
法
第
六
十
八
条
の
盟
十
?
な
の
改
正
規
定
、
開
法
第
六
十
八
条
の
期
間
十
六
の
改
正
規
定
〈
部
門

条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
二
年
一
一
一
月

一
日
」
を
「
平
成
二

年
一
一
一
月
三
十
一

E
」
に
改
め
る
部
分
を
議

く
。
)
、
同
法
第
六
十
八
条
の
四
十
八
の
改
正
瀧
定
、
同
法
第
六
十
八
条
の
五
十
一
ニ
の
改
正
規
定
、
間
内
法
第
六
十
八
条

の
五
十
聞
の
改
正
競
定
、
開
法
第
六
十
八
条
の
五
十
五
の
改
正
規
定
、
持
法
第
六
十
八
条
の
五
十
六
の
改
正
揖
定
、

法
第
六
十
八
条
の
五
十
八
の
改
正
規
定
、
罰
法
第
六
十
八
条
の
五
十
八
の
ニ
の
改
正
規
窓
、

問
的
説
第
六
十
八
条
の
五

九
の
改
正
規
定
(
開
条
第
一
項
中
「
(
各
連
結
事
業
年
度
終
了
の
持
に
お
け
る
」
を

「
〈
法
人
税
法
第
一
一
条
第
九
号
に

規
定
す
る
普
通
法
人
で
あ
る
連
結
親
法
人
の
う
ち
各
連
結
事
業
年
度
終
了
の
時
に
お
い
て
」
に
、

「
法
人
税
法
第
二
条

第
九
時
に
規
定
す
る
野
瀬
法
人
及
び
い
を
「
も
の
及
び
開
法
第
六
十
六
条
錨
ム
ハ
現
第
一
一
号
に
掲
げ
る
法
人
に
該
当
す
る

も
の
並
び
に
」

む
絞
め
る
部
分
を
除
く
。
〉
、
同
法
第
六
十
八
条
の
六
十
一
の
改
疋
規
定
〈
開
条
第
一
頃
に
係
吋
令
部
分

及
び
同
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
二
年
一
一
一
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一

E
」
に
改
め
る
部
分
を
幹
部

く
。
)
、

日
間
法
第
六
十
八
条
の
六
十

の
改
正
規
定
〈
開
条
第
一
一
壌
に
係
る
部
分
を
除
く
。
)
、

日
門
法
第
六
十
八
条
の

六
十
蕊
の
改
忍
規
定
、
問
法
第
六
十
八
条
の
六
十
八
第
九
叫
恨
の
敢
正
規
定
〈
「
、
現
物
出
資
法
人
又
は
事
故
設
立
法

人
」
を
叶
又
拭
現
物
出
資
法
人
い
に
故
め
る
部
分
に
眼
る
。
〉
、
-
…
問
条
第
十
羽
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
八
条
の
七

五



の
改
正
規
定
、
防
法
第
六
十
八
条
の
七
十
一
の
設
立
鏡
定
、
同
法
第
六
十
八
条
の
七
十
二
の
改
正
相
続
定
、
同
法
第
六

十
八
条
の
七
ト
部
第
一
一
一
項
第
四
号
の
改
一
点
規
定
、
日
間
法
第
六
十
八
条
の
七
十
五
第
三
項
第
題
号
の
改
正
境
定
、
国
内
法
第

六
十
八
条
の
七
十
六
の
二
の
改
正
規
定
(
同
条
第
一
項
に
採
る
部
分
を
除
く
。
)
、
同
法
第
六
十
八
条
の
七

正
規
定
、
調
法
第
六
十
八
条
の
七
十
九
の
改
正
規
定
、
間
内
法
第
六
十
八
条
の
八
十
一
の
改
正
規
定
、
同
同
法
第
六
十
八
条

八
の
改

の
八
十
ニ
の
改
互
規
定
、
同
法
第
六
十
八
条
の
八
十
三
の
改
正
想
定
、
同
法
第
六
十
八
条
の
八
ト
四
の
訣
詑
規
定
、
同

法
第
六
ト
八
条
の
八
十
五
の
改
正
規
定
、

同
法
第
六
ト
八
条
の
八
十
五
の
一
一
一
の
改
正
規
定
、
対
法
第
六
十
八
条
の
八
十

五
の
閥
の
改
主
規
定
、
開
法
第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
六
壌
の
貌
正
規
定
〈
「
筋
一
一
条
第
盟
十
三
吟
い
を
吋
第
一
一
条
瀦

五
十
九
号
」
児
、

員
一
条
第
四
十
四
以
内
心
を
「
開
条
悦
問
題
十
吟
い
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
、
開
法
第
六
十
八
条
の

九
十
一
一
銭
て
壌
の
改
正
規
定
〈
「
こ
の
積
及
、
び
次
嘆
い
を
「
第
一
…

a

寝
ま
で
」

の
下
ピ
「
及
、
び
第

三
瑠
ご
を
加
え
る
部
分
に
罷
る
。
)
、
同
条
第
六
項
の
改
正
規
定
(
「
第
六
十
六
条
の
八
第
五
項
」
を
「
第
六
十
六
条

に
改
め
、

「
「
次
現
」

の
八
第
六
項
」

に
改
め
る
部
分
、

「
第
三
項
の
」
を
「
第
四
項
の
」
に
改
め
る
部
分
及
、
び
「
河
条
第
五
項
」
を
「
日
開
条

「
日
刊
条
第
一
一
一
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
四
種
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
す
る
部
分
を

除
く
。
)
、
対
条
第
七
情
恨
の
次
に
六
鳴
を
加
え
る
改
正
規
窓
〈
第
ト
議
に
係
る
部
分
に
限
る
。
〉
、
開
条
第
五
瑛
の
歌

第
六
項
」
に
、

O 

(‘ 

• 
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正
措
定
〈
「
有
す
る
特
定
外
出
掛
子
会
社
等
」
を
「
有
す
る
外
器
法
人
」
に
設
め
る
部
分
、

「
第
一
二
項
」
を
「
第

項

に
改
め
る
部
分
、
問
現
第
一
ニ
ロ
マ
中
「
特
定
外
臨
子
会
社
雄
一
ど
を
「
外
出
法
人
い
む
改
め
る
部
分
及
び
調
項
を
異
議
第
六

現
と
す
る
部
分
そ
除
く
。
〉
、
部
門
条
第
二
項
の
次
に
一
一
明
後
加
え
る
改
定
機
設
、
問
例
法
第
六
十
八
条
の
九
十
一
一
一
の
部
第

一
一
理
の
改
正
規
定
へ
「
こ
の
磯
及
び
次
現
い
を
「
第
三
項
ま
で
い
児
教
め
、

「
「
次
項
」

の
下
に
「
及
、
び
第
一
一
一
磯
い
そ

加
え
る
部
分
に
眠
る
。
〉
、
出
向
条
第
六
項
の
次
に
六
項
を
加
え
る
改
正
規
定
〈
第
九
項
に
係
る
部
分
は
限
る
。
〉
、
岡
山

条
第
二
項
の
次
に
一
哀
を
お
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
八
条
の
吉
こ
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
八
条
の
苔
沼
第

一
噴
の
改
正
規
定
、
関
誌
第
六
十
八
条
の
百
九
の
こ
の
改
正
規
定
並
び
に
部
門
法
第
八
十
八
条
の
二
第
一
一
演
の
改
正
規
定

(
「
平
成
ニ
十
一
一
年
三
月
三
十
一
司
い
を
「
平
成
…
一
十
三
年
三
月
三
十
一
門
ね
い
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
)
議

J

び
に
粥

則
第
四
十
間
条
、
第
七
十

条
、
第
七
十
九
条
第
六
現
及
ぴ
鵠
八
璃
か
ら
第
十
一
一
一
明
ま
で
、
第
八
十
条
、
第
八
十
一

条
、
第
八
十
一
一
条
第
一
理
及
び
第
剖
項
、
第
八
十
…
…
一
条
、
第
八
十

条
第
一
一
現
、
錨
八
十
六
条
、
第
八
十
七
条
第
一

項
、
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
ニ
項
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
条
第
七
明
、
第
九
十
一
条
第
五
現
、
第
九
十
一
一
一
条
、

第
九
十
四
条
、
第
九
十
五
条
、
第
九
十
六
条
第
三
項
、
第
九
十
七
条
、
第
九
十
九
条
か
ら
第
百
四
条
ま
で
、
第
百
五
条

第
二
項
、
第
百
六
条
、
第
苔
七
条
第
一
一
一
項
、
第
百
八
条
、
第
百
九
条
、
第
吾
十
二
条
第
六
項
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
三

五



四

積
ま
で
、
第
百
ト
一
二
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
五
条
第
一
項
及
、
び
第

八
条
第
ニ
唄
、
第
百
十
九
条
第
七
項
、
第
芭
ニ
十
条
第
五
頭
べ
第
苔
二

第
百
一
一
一
十
五
条
か
ら
第
百
四

f
条
ま
で
並
び
に
第
百
密

五
一
凶

境
、
第
百
十
六
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

二
条
、
第
百
二
十
一
ニ
条
、
第
百
二
十
七
条
、

二
条
(
義
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
識
眼
等
に
関
す
る
法
律

第
五
十
八
条
第
三
項
の
改
正
規
定
に
眼
る
。
)
の
規
定

ヌ

第
二
十
五
条
の
規
定
(
一
般
会
計
に
お
け
る
債
務
の
承
継
等
に
伴
い
必
要
な
扇
諌
の
確
保
に
係
る
特
別
措
罷
に
関
す

る
法
律
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
及
、
び
同
法
第
一
一
一
十
二
条
の
改
正
規
定
を
徐
く
。
〉

次
に
掲
げ
る
規
定

平
成
二
十
一
二
年
一
月
一
日

イ

第
一
条
中
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
の
改
正
措
定
、
同
法
第
七
十
九
条
の
改
正
規
定
、
郎
内
法
第
八
十
一
一
一
条
の
改
正
規

庄
、
同
法
第
八
十
四
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
五
条
の
改
正
規
定
、

改
正
規
定
、
同
法
錦
百
八
十
七
条
の
改
正
焼
定
、
同
法
第
百
九
十
条
第
二
号 部

門
法
第
一
白

五
条
及
び
第
一
回
八
十
六
条
の

の
改
正
規
定
、
同
誌
第
百
九
十
問
条
矯

一
環
の
改
正
規
内
内
同
法
第
百
九
十
五
条
の
改
正
規
定
、
部
門
法
第
二
一
白
一
一
一
条
の
五
第
一
号
の
改
正
矯
定
、
悶
法
第
一
一
一
白

…
一
一
条
の
五
第
一
噛
の
改
正
規
定

1

問
法
第
二
百
一
一
ふ
l

悶
条
の
一
点
第
一
環
第
三
号
の
改
正
綴
定
〈
「
第
京
特
い
そ
「
鱗
六

川
討
に
改
め
、
問
丹
後
問
項
摘
問
号
と
す
る
部
分
そ
徐
く
。
)
、
開
条
繁
一
…
璃
勝
一
…
号
の
改
正
規
窓
、
持
法
別
表
第
ニ

。

， 
4 隼

。
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L 

の
改
正
規
定
、
間
法
別
殺
第
一
一
一
の
改
正
規
定
並
、
び
に
阿
法
制
表
第
胞
の
改
正
規
窓
並
び
に
附
賠
第
一
な
条
、
第
七
条
第
一

項
及
び
第
三
項
、
鱗
八
条
並
び
に
第
九
条
第
一
一
明
の
規
定

第
十
七
条
中
租
税
条
約
の
爽
施
に
伴
う
所
持
説
法
、
法
人
税
法
及
、
び
地
方
税
誌
の
特
例
等
に
爵
す
る
法
律
第
三
条
の

ロ
二
第
十
七
現
第
一
号
の
改
正
規
定
〈
「
第
三
十
四
号
の
三
」
を
「
第
三
十
四
号
の
部
」
に
改
め
る
部
分
に
罷
る
。
〉
、

開
条
第
十
九
現
第
二
号
の
改
正
規
定
(
「
綿
一
ニ
十
四
号
の
一
一
一
」
を
「
第
五
十
四
号
の
間
い
に
改
め
る
部
分
に
畑
山

る
。
)
、

m
m
条
第
二
十
一
明
第
二
号
の
改
正
競
定
(
吋
第
一
一
一
十
四
口
々
の
…
一
一
い
を
「
第
一
一
一
十
四
号
の
閉
山
い
に
改
め
る
部
分

に
限
る
。
)
、
同
条
第
ニ
十
三
項
第
ニ
号
の
改
正
規
定
(
「
第
一
二
十
臨
号
の
三
」
を
「
第
三

間
号
の
四
」
に
改
め
る

部
分
に
限
る
。
〉
及
び
開
条
第
二
十
五
璃
第
一
一
尚
一
勺
の
改
正
規
定
(
「
第
三
十
四
号
の
一
二
」
を
「
第
三
十
四
号
の
四
」
に

改
め
る
部
分
に
限
る
。
〉

ノ¥

第
十
八
条
中
租
税
特
別
措
霊
法
第
八
条
の
罰
第
一
ニ
噴
第
一
号
の
改
正
規
定
、

問
法
第
二
十
八
条
の
困
窮
宏
明
第
一
号

の
改
正
規
定
、
開
法
第
一
一
十
九
条
の
改
正
規
定
、
同
開
法
第
三
十
一
条
第
一
一
一
環
第
一
号
の
故
正
規
定
、

罰
法
第
三
十
七
条

の
十
第
一
環
の
改
正
規
定
、
同
条
第
六
饗
第
一
号
の
改
正
課
定
、

開
法
第
三
十
七
条
の
十
一
及
が
第
三
十
七
条
の
十
一

の
一
一
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
十
七
条
の
十
憾
の
こ
第
六
璃
の
改
正
規
定
、
間
法
第
三
十
七
条
の
十
回
の
五
第
四
項
の

五
一
五



査
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五
一
六

改
正
規
定
、
民
法
第
四
十
一
条
第
一
環
第
悶
号
の
位
置
規
定
、

罰
法
第
四
十

A

条
の
一
一
一
の
二
第
一
一
一
項
第
三
坊
の
改
託
規

定
、
例
法
第

…
条
の
五
第
十
二
磯
第
一
吟
の
改
正
規
定
、
開
法
鱗
四
十
…
条
の
五
の
ニ
第
十
…
一
環
第
一
号
の
改
正

規
定
、
河
法
第

十
…
条
の
ト
鵠
第
一
一
理
第
一
号
の
改
正
議
定
並
び
に
同
法
第

一
条
の
十
六
(
見
出
し
を
含

む
。
)

の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
五
十
八
条
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
、
第
七

一
条
、
第
百

三
十
一
条
及
び
第
十
忠
三
十
牟
一
条
の
嬬
定

第
一
一
一
条
中
祁
鱗
税
措
第
二
十
四
条
の
改
正
競
定
及
び
附
刻
第
五
十
一
一
条
第
一
明
の
揺
定

平
成
一
一
卜
…
一
一
年
間

H 

附
則
第
六
十
四
条
第

A

二
項
及
び
第
四
理
の
規
定

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

次
に
掲
げ
る
規
定

イ

平
成
二
十
四
年
一
月
一
日

第
…
条
中
所
持
続
法
第
七
十
六
条
の
改
正
規
矩
、
開
法
第
七

条
第
ニ
明
第
一
等
の
改
正
規
定
〈
「
縮
条
第
一
一
一
明
快

第
山
号
」
晶
化
「
訪
問
条
第
六
項
第
四
号
い
に
改
め
る
部
分
に
駿
る
。
)
、
問
法
第
百
九
十
条
第
二
号
ロ
の
改
正
議
定
、
同

法
第
百
九
十
六
条
の
改
正
規
定
及
び
罰
法
第
二
百
七
条
第
一
口
守
の
改
正
規
定
並
び
に
雨
露
第
百
条
並
び
に
第
七
条
第
二

項
及
び
第
四
積
の
規
定

ロ

第
十
八
条
中
山
総
税
特
別
別
措
蹴
法
の
関
次
の
改
正
焼
旋
〈
「
鵠
九
条
の
七
」
そ
「
機
九
条
の
八
」
に
改
め
る
部
分
に
限

C 

。

F 

， 

. 
m叫



( 

る
。
)
、
司
法
第
四
条
の
四
第
二
哀
の
改
正
視
定
、
開
法
第
二
章
第
一
節
中
第
九
条
の

の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正

規
定
、
同
法
第
三
十
七
条
の
十
の
ニ
第
一
項
の
改
正
規
定
(
馬
要
第
一
号
に
係
る
部
分
を
議
く
。
)
、
同
法
第
三
十
七

条
の
十
四
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
五
第
一
理
の
改
正
組
定
及
び
持
法
第
額
十
ニ
条
の
三
第
一
嘆
の

改
正
規
瀧
〈
問
項
第
一
一
号
中
吋
規
窓
ず
る
報
官
欝
い
の
下
に
勺
第
五
十
七
条
の
十
部
第
十
笈
慣
例
に
規
定
す
る
報
告

議
」
を
加
え
る
部
分
並
び
に
男
現
第
百
号
及
び
峨
畑
中
ハ
号
に
採
る
部
分
に
限
る
。
〉
設
が
に
制
時
期
第
班
十
一
一
条
、
第
六
十

一
条
並
び
に
第
六
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

八
第
一
条
中
所
得
税
法
第
二
富
二
十
盟
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
、
問
項
第
五
号
を
爵
項
第
六
号
と
し
、
湾
項

議
諮
問
ヴ
を
問
明
快
燐
証
号
と
す
る
改
正
規
設
、
同
現
第
一
一
一
帯
の
改
正
視
定
〈
「
第
十
汎
号
」
そ
「
第
六
号
」
に
改
め
、
関
口
ヴ
を

問
項
鱗
ニ
号
の
次
に
一
号
狭
山
加
え
る
改
正
規
窓
及
、
が
悶
条
筋
一
一
明
第
一
号
の
改

持
項
第
加
山
口
可
と
す
る
部
分
立
織
る
。
)
、

正
規
定
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

商
品
取
引
所
法
及
び
商
品
投
資
に
保
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の

部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
四
号
)

の
蕗
行
の
日

第
十
八
議
中
租
税
特
別
措
欝
法
第
十
条
の
一
一
の
一
一
第
一
鴇
第
ニ
号
の
改
正
規
定
及
び
持
法
第
四
十
ニ
条
の
五
第
一
一
同
情
第

一
一
号
の
改
正
鍋
焼
援
が
同
九
倒
的
制
約
鑓
五
十
一
一
一
条
、
第
七
十
盟
条
及
び
第
一
際
況
条
第
二
壊
の
規
建

石
油
代
轡
エ
ネ
ル
ギ

i
の

双
一
七



子三

八

開
発
及
び
導
入
の
保
進
に
闘
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
一
一
年
法
律
第
七
十
号
)

の
施
行
の
呂

ァト

第
十
八
条
中
穏
税
特
別
措
置
法
第

条
第
二
項
第
四
号
の
攻
正
規
定
、

同
法
第
三
十

条
の
二
第
ニ
項
第
一
一

号
の
改
疋
規
定
、

罰
法
第
六
十
五
条
の
一
一
一
第
一
棋
第
四
号
の
改
正
競
波
及
が
向
法
第
六
十
班
条
の
四
第
一
羽
第
一
一

問
問
料

η

の
歌
正
規
定
並
び
に
附
制
約
機
班
十
九
条
第
二
一
明
、
第
八
十
七
条
第
十
二
現
及
ぴ
第
百
十
八
条
第
二
嘆
の
規
定

及
び
自
然
環
境
保
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
一
年
持
法
律
第
密
十
七
号
)
の
蕗
行
の

B

自
然
公
開
例
法

(
一
所
得
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
思
慢
の
頭
部
)

第
二
条

こ
の
附
則
に
制
約
段
の
絞
め
が
あ
る
も
の
を
障
さ
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
所
持
続
法
(
玖
下
附
則
第
九
条

ま
で
及
び
第
四
十
九
条
に
お
い
て

ぷ
刷
所
得
税
法
」
と
い
う
。
)

の
細
川
定
誌
、
平
成
一
品
ト
二
年
分
以
後
の
ザ
所
得
税
に
つ
い
て

適
用
し
、
平
成

一
年
分
以
前
の
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
詰
の

(
株
式
交
換
等
に
係
る
譲
護
所
得
等
の
特
例
に
寵
す
る
経
過
措
置
)

よ
る
。

第
三
条

新
所
得
税
法
第
十
双
十
七
条
の
問
第
一
一
棋
の
規
定
は
、
個
人
が
平
成

…
一
年
十
月
一
日
以
後
に
行
う
間
取
に
規
定
す

f子る
つ株
た 式
第交
一 換
条文
のは
埠 i選
定格

2禁
Z、 x
tt 換
正に
前幸

喜局
室望
遠設
さZ
l|日
附酬で
則次
第話

吾護

FA 
5言
第ら

早p
九 i頭
条湖
にし
お
い{箆
て人

が
問
円
前

「
旧
所
得
税

。

， 
. 
、.

' 

O 



v 

c 

法
」
と
い
う
。
)
第
五
十
七
条
の
盟
第
…
現
に
規
定
す
る
株
式
交
換
に
よ
る
問
項
に
規
定
す
る
由
聴
の
議
設
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
併
に
よ
る
。

〈
生
命
謀
議
料
捜
除
に
費
す
る
経
過
措
置
)

第
問
問
条

新
所
持
投
法
第
七
十
六
条
の
規
定
は
、
平
或
二
十
翻
年
分
以
後
の
所
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
三
年
分
以

品
一
則
の
一
敗
得
説
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
蹴
慨
に
よ
る
。

〈
脇
陣
容
者
語
絵
、
扶
養
控
除
等
に
鑓
す
る
経
漁
措
蓋
〉

第
五
条
新
所
得
税
法
第
七
十
九
条
、
第
八
十
四
条
及
、
び
鱗
八
十
五
条
の
調
控
辻
、
平
成
二
十
三
年
分
以
後
の
所
得
税
に
つ
い

て
滴
用
し
、
平
成
二
十
二
年
分
以
前
の
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〈
部
門
族
会
社
等
の
…
行
為
又
は
計
算
の
苔
誌
等
に
関
す
る
経
濡
措
置
〉

第
六
条
新
一
所
得
税
法
第
百
去
十
七
条
第
閥
璃
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
一
年
十
月
一
関
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
合
併
等
(
伺

項
に
規
定
す
る
読
物
分
配
の
う
ち
、
残
余
叫
財
産
の
分
酷
に
あ
っ
て
は
同

E
立
後
の
解
散
に
よ
る
も
の
に
眼
る
。
〉
が
行
わ
れ

る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
詞
日
前
に
沼
所
得
税
法
第
百
五
十
七
条
第
四
壊
に
規
定
す
る
合
併
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
い

て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

五

九



五
二

O

(
給
与
所
得
に
採
る
源
泉
徴
収
に
関
す
る
経
通
措
置
)

第
七
条

新
所
得
税
法
諮
問
編
第
一
一
章
第
…
鱗
の
規
定
、
新
所
得
税
法
第
百
九
十
条
〈
第
二
号
ハ
に
係
る
部
分
に
鍛
る
。
)
の

規
定
及
び
新
所
得
税
法
制
約
表
第
一
一
か
ら
別
表
第
出
ま
で
は
、
平
成

一
一
一
年
一
月
一
日
以
後
に
支
払
う
べ
き
薪
需
得
税
法
第

吾
八
十
三
条
第
一
環
に
護
定
す
る
給
与
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
田
内
宮
前
記
支
払
う
べ
き
沼
所
得
税
法
第
百
八
十
ぷ
一
条
第
一
頃

に
規
定
す
る
給
与
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
併
に
よ
る
。

2 

新
所
得
税
法
第
百
九
十
条
〈
第
二
号
ロ
は
係
吋
令
部
分
に
畑
山
る
。
〉
の
措
定
は
、
平
成
一
…
ト
凶
年
一
月
一
円
以
後
に
支
払
う

ベ
き
新
所
得
税
法
第
吾
八
十
士
一
条
第
一
環
立
規
定
す
る
給
与
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

に
支
払
う
べ
き
沼
一
所
得
税
法
第

百
八
十
一
ニ
条
第

J

項
に
規
定
す
る
給
与
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3 

新
所
得
税
法
務
官
九
十
組
条
第
一
一
明
並
び
に
第
躍
九
十
宜
条
第
一
環
及
び
第
一
一
一
閣
の
焼
窓
は
、
平
成
二
十
一
一
一
年
一
丹
一
日

以
後
に
据
出
す
る
新
所
得
税
法
第
百
九
十
回
条
第
顕
現
に
規
定
す
る
絵
与
所
得
者
の
扶
養
授
爵
等
申
告
書
及
び
新
一
所
得
説
法

第
百
九
十
五
条
第
四
項
立
規
定
す
る
従
た
る
絵
与
に
つ
い
て
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

長

新
所
得
税
法
第
斎
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
磯
の
婿
控
は
、
平
成

間
年
一
月
一
沼
以
後
に
擦
出
ず
る
問
条
第
三
嘆

に
競
定
ず
る
給
与
所
得
者
の
探
険
料
扱
除
申
告
繋
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

O 

， 

w 

• 

O 
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仁

(
公
的
年
金
等
に
撮
る
調
泉
撤
収
に
黙
す
る
経
過
指
標
)

第
八
条

新
所
得
説
法
第
二
百
三
条
の
三
の
規
定
辻
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一

E
以
後
に
支
払
う
べ
き
新
所
得
税
法
第
二
百
三

条
の
こ
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
つ
い
て
適
期
し
、

同
日
前
に
支
払
う
べ
き
旧
所
得
税
法
第
二
喜
一
一
一
条
の
こ
に
規
定
す
る

公
的
年
金
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
倒
的
む
よ
る
。

2 

新
所
得
税
法
第
二
荏
一
一
一
条
の
五
第
一
壌
の
規
建
は
、
平
成
一
一
十
日
年
一
月
…
日
以
後
に
搬
出
す
る
際
条
第
八
現
に
調
定
す

る
公
的
年
金
等
の
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

(
告
知
、
支
払
襲
警
及
び
支
払
通
知
警
に
間
慨
す
る
経
過
措
置
)

第
九
条

新
所
得
税
法
第
二
百
ニ
十
四
条
の
丑
〈
第
…
項
第
一
号
及
、
び
第
一
二
号
に
係
る
部
分
立
鍛
る
。
〉
及
び
こ
れ
ら
の
号
む

係
る
新
所
得
税
法
第
二
百
一
一
十
五
条
第
一
項
〈
第
十
一
一
一
号
に
掠
る
部
分
に
戴
る
。
)
の
規
定
は
、
新
所
得
税
法
期
ニ
一
忠
一
一
十

四
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
の
う
ち
問
項
第
一
号
に
揚
げ
る
高
品
先
物
取
引
、
外
留
鶴
品
市
場
取
引
又
は
産
部
誠
一

商
品
デ
リ
パ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
問
問
項
に
窺
定
才
る
差
金
等
決
済
で
罰
則
的
第
一
条
第
八
号
に
定
め
る
ヨ
以
後
に
行
わ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
護
用
し
、
旧
所
得
税
法
第
二
道
ニ
十
四
条
の
丑
第
二
壊
に
規
定
す
る
先
物
取
引
の
う
ち
問
項
第
一
号
に
掲
げ
る

商
品
先
物
取
引
に
係
る
問
現
に
規
定
す
る
護
金
等
決
繍
で
同
時
議
に
行
わ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
段
、
な
お
従
前
の
関
に
よ

五



7主

る。

2 

新
所
得
税
法
第
二
百
二

西
条
の
五

(
第
一
項
第
四
号
に
係
る
部
分
に
譲
る
。
)
及
、
び
同
号
に
係
る
新
高
得
説
法
第
二
百

五
条
第
一
項
(
第
十
一
二
号
に
係
る
部
分
に
眠
る
。
)

の
規
定
は
、
新
所
得
税
法
第
ニ
ド
同
一
一
卜
四
条
の
五
第
二
犠
に
議
定

す
る
先
物
取
引
の
う
ち
詞
項
簸
ニ
号
立
掲
げ
る
市
場
デ
リ
パ
テ
ィ
ブ
取
引
、
外
関
州
市
場
ヂ
リ
パ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
出
出
頭
デ
リ

バ
デ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
問
壌
に
燐
殺
す
る
幾
金
等
決
済
で
平
成

一一一年…

一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
適
用

し
、
旧
所
得
税
法
第
三
百

閉
山
条
の
一
本
第
ニ
現
に
規
定
す
る
先
物
取
引
の
う
ち
伺
現
第
一
一
号
に
掲
げ
る
市
場
デ
リ
パ
テ
ィ

ブ
取
引
又
は
府
頭
デ
リ
バ
デ
ィ
ブ
取
引
に
揺
る
同
項
に
規
定
す
る
差
金
等
決
搭
で
関
告
訴
に
行
わ
れ
た
も
の
に
つ

て墨
iま

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3 

新
所
得
税
法
第
二
百
二
十
五
条
第
一
項
(
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)

の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
吾
〈
N
M
下

「
施
行

H
」
と
い
う
。
)
以
後
に
支
払
う
べ
き
同
号
に
規
定
す
る
報
蹴
酬
に
つ
い
て
議
選
し
、
施
行
日
前
に
支
払
う
べ
き
出
掛

得
税
法
第
一
…
百
ニ
十
五
条
第
二
機
第
六
号
む
規
窓
ず
る
報
酬
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
離
の
例
に
よ
る
。

強
行
自
か
ら
平
成
二
十
ニ
年
十
二
二
十
一
日
ま
で
の
聞
に
お
け
る
新
所
得
税
法
第
エ
首
工
十
五
条
第
一
一
様
〈
第
六
警
に

長

係
る
部
分
に
限
る
。
〉

の
規
定
の
適
罵
に
つ
い
て
は
、
問
時
中
「
共
揖
立
係
る
契
約
」
と
あ
る
の
は
、

「
共
済
に
採
る
契
約

C 

， 

O 



「

P 

仁

〈
操
業
譲
興
組
合
抜
第
十
条
第
一
頃
第
十
号
〈
共
済
に
棚
摘
す
る
籍
設
)
の
事
議
そ
行
う
農
業
協
同
組
合
の
総
絡
し
た
共
済
に

孫
る
契
約
そ
の
的
政
令
で
絞
め
る
共
械
に
傑
る
興
約
校
総
く
。
〉
い
と
す
る
。

5 

新
所
持
税
法
第
一
一
吾
ニ
十
宜
条
第
一
一
項
の
規
定
は
、
間
関
壌
に
競
山
必
ず
る
支
払
の
鴫
焼
し
た
日
が
施
符
設
以
後
で
あ
る
部
門
噛

第
一
号
立
競
定
す
る
担
益
の
分
配
及
、
び
再
現
第
二
号
に
規
定
す
る
繋
余
金
の
配
当
、
利
益
の
配
当
又
は
剰
余
金
の
分
配
と
み

な
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
旧
所
得
税
法
第
ニ
否
二
十
五
条
第
二
項
に
親
定
す
る
支
払
の
確
定
し
た

E
が
錨
行
自
前

で
あ
る
問
項
第
一
号
に
規
定
す
る
収
益
の
分
配
及
び
需
項
第
二
号
立
規
定
す
る
剰
余
金
の
配
当
、
利
益
の
配
当
又
は
璃
余
金

の
分
配
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
提
詰
mw
制
約
に
よ
る
。

〈
法
人
税
法
の
一
部
政
烹
に
伴
う
経
過
措
壁
の
結
服
部
)

第
十
条

こ
の
間
郊
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
ぎ
、
第
一
一
条
の
規
定
〈
組
織
再
編
成
等
以
外
の
改
正
競
技
に
限
る
。
)

は
ぷ
る
役
立
伎
の
法
人
税
法
〈
以
下
附
期
第
二
十
九
条
ま
で
に
お
い
て
「
新
法
人
税
法
」
と
い
う
。
〉
の
親
窓
は
、
法
人

〈
新
法
人
税
鵠
第
一
一
条
第
八
号
に
規
絞
ず
る
人
格
的
な
い
社
諮
等
中
化
合
む
。
以
下
関
則
綴
二
十
一
二
条
ま
で
む
お
い
て
阿

じ
。
)

の
施
行
自
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
農
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
、
連
結
法
人
の
施
行
自
以
後
記
間
開
始
す
る
議
結
事

業
年
度
の
連
結
所
得
に
対
す
る
法
人
税
及
び
法
人
の
藻
行
自
以
後
の
解
散
(
合
併
に
よ
る
解
数
及
び
新
法
人
税
法
第
九
十
‘
一

五
二
三



京
二
回

J

条
第
二
現
に
規
定
す
る
信
託
特
定
解
散
を
除
く
。
以
下
こ
の
礁
に
お

〈
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
を
課
さ
れ
る
法
入
の
清
算
中
の
事
業
年
農
の
一
所
得
に
係
る
法
人
組
及
び
残
余
財
産
の
一
部
の

て
田
川
じ
。
)
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税

分
配
又
は
引
渡
し
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
持
じ
。
)
に
つ
い
て
適
用
し
、
法
人
の
施

行
目
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
の
一
所
得
に
対
す
る
法
人
謀
、
連
結
語
人
の
撞
行

5
誌
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
の
連
結
所

得
に
対
す
る
法
人
税
及
び
法
人
の
施
行
日
前
の
解
散
に
よ
る
講
算
所
持
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

2 

こ
の
附
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
第
二
条
の
規
定
(
価
税
織
再
編
成
等
以
外
の
改
正
規
定
を
除
く
。
)
に
よ

る
改
正
後
の
法
人
税
法
(
以
下
附
則
第
二
十
六
条
ま
で
に
お
い
て

丹
新
法
人
説
法
」
と
い
う
。
)

の
規
定
は
、
平
成

十
ニ
年
十
月
一
日
以
後
に
合
併
、
分
割
、
現
物
出
資
、
現
物
分
裂
〈
十
月
z

新
法
人
説
法
第
一
一
条
第
十
一
一
号
の
六
に
規
定
す
る

現
物
分
配
を
い
い
、
残
余
財
産
の
分
配
に
あ
っ
て
は
向
倍
以
後
の
解
散
に
よ
る
も
の
に
取
る
。
)
、
株
式
交
換
若
し
く
は
株

式
移
転
が
行
わ
れ
る
場
合
、
同
日
以
後
に
解
散
〈
合
併
併
に
よ
る
解
散
及
が
磁
議
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
〉

若
し
く
は
破
艦
手
続
開
始
の
決
定
が
行
わ
れ
る
場
合
又
は
河
倍
以
後
記
解
散
す
る
法
人
の
残
余
財
藤
が
機
戒
す
る
場
合
に
お

け
る
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
、
各
連
総
事
議
年
殺
の
連
総
務
得
に
対
す
る
法
人
税
及
ぴ
迫
職
年
金
等

O 

， 

‘ 
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. 

〈

穣
立
金
に
対
す
る
法
人
殺
に
つ
い
て
瀧
思
し
、
何
日
前
に
合
併
、
分
割
、
現
物
出
資
、
事
後
設
立
(
第
一
一
条
の
規
定
(
綴
織

再
編
成
等
以
外
の
改
正
規
定
を
鈴
く
。
〉
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
(
以
下
鮒
則
第
百
二
一
十
閥
条
ま
で
に
お

罰
法
人
税
法
」
と
い
う
。
)
第
二
条
欝
十
一
言
一
勺
の
ふ
ハ
に
蛾
殺
す
る
事
後
投
立
を
い
う
。
〉
、
掠
式
交
換
又
は
株
式
移
転
が
行

て

「
十
月

わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
人
の
各
事
灘
年
捜
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
、
各
滞
納
事
業
年
肢
の
蟻
結
一
所
得
に
対
す
る
法
人
税

及
び
退
職
年
金
等
積
立
金
に
判
別
す
る
法
人
税
議
、
ひ
に
関
日
前
に
解
散
〈
合
併
に
よ
る
解
散
及
、
び
十
月
間
法
人
税
法
第
九
十
ニ

条
第
一
一
礁
に
規
定
す
る
…
…
俗
説
特
窓
解
散
そ
繰
く
。
〉
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
人
の
補
算
一
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
畿
の
桝
む
よ
る
。

(
完
全
支
配
関
係
の
定
義
に
間
捕
す
る
経
過
措
置
)

第
十
一
条

施
持
呂
か
ら
平
成
一
一
十
一
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
出
向
に
お
け
る
新
法
人
税
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
法
、
新
法

人
税
法
第
ニ
条
第
十
二
号
の
七
の
六
中
「
一
の
者
が
」
と
あ
る
の
は
、

「
こ
の
編
、
第
五
十
七
条
(
意
思
己
申
告
書
を
提
出
し

た
事
業
年
度
の
欠
損
金
の
繰
慈
し
)
、
第
六
十
一
条
の
十

(
連
結
納
税
の
開
始
に
伴
う
資
産
の
時
価
評
橿
損
益
)
及
、
び
第

六
十
一
条
の
十
二
(
連
結
綿
説
へ
の

入
立
伴
う
資
産
の
時
価
評
価
損
益
)

の
場
合
を
除
き
、

一
の
者
が
」
と
す
る
。

(
連
結
納
税
の
承
認
の
申
請
に
関
す
る
経
過
諸
費
)

五
吋
一
五


